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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　患者の体の上に載置される底壁を有し、前記底壁によって施術部位を含む患者の体表面
の一部を覆うことにより、無菌的に手術を行うための空間を設ける手術用テントであって
、
　テント様構造物の骨格を形成する支柱部材と、該支柱部材に設けられ密閉テント様構造
物を形成する透明かつ柔軟なシート状のテント本体と、その底部を閉鎖する柔軟なシート
状の前記底壁と、前記テント本体の長手方向両端を閉鎖する柔軟なシート状の側壁とを含
んでなり、
　前記底壁には、患者の施術部位露出用開口が設けられ、
　前記テント本体には、前記施術部位露出用開口に近接して、術者の手をテント内に挿入
するための一対の手挿入部が設けられ、
　前記テント本体又は側壁には前記施術部位露出用開口から離れた位置に、施術に必要な
医療用具を搬入するための開閉自在な閉鎖された医療用具搬入口が設けられてなり、
　前記施術部位露出用開口の周縁には、当該周縁を施術部位の周りに粘着するための接着
手段が設けられ、前記施術部位露出用開口の手術部位からのずれが防止されるとともに、
外気のテント内への流入が阻止されるようにされてなる手術用テント。
【請求項２】
　前記支柱部材が柔軟なチューブ状部材からなる請求項１に記載の手術用テント。
【請求項３】
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　前記支柱部材の底壁と隣接する部分に、前記チューブ状部材に気体を注入するための気
体注入口が設けられてなる請求項２に記載の手術用テント。
【請求項４】
　前記接着手段が粘着テープである請求項１～３のいずれかに記載の手術用テント。
【請求項５】
　前記支柱部材が複数の支柱要素から一体的に形成されてなる請求項１～４のいずれかに
記載の手術用テント。
【請求項６】
　前記隣り合う支柱要素同士が直接接続されてなる請求項５に記載の手術用テント。
【請求項７】
　前記支柱要素は、二枚の長尺シートが長手方向の二辺で接着されて形成されてなる請求
項５に記載の手術用テント。
【請求項８】
　前記支柱要素は、前記シート状のテント本体と一体に形成されてなる請求項５に記載の
手術用テント。
【請求項９】
　前記支柱要素は、長尺シートの長手方向の二辺が前記シート状のテント本体に溶着され
て形成されてなる請求項８に記載の手術用テント。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は手術用テントに関するものである。手術用テントは、患者と施術者との間に実
質的に密閉された空間を形成し、その密閉空間内で無菌的に手術を施行できるように構成
された無菌操作用の密閉テント様構造物である。
【背景技術】
【０００２】
　従来、手術室における外科手術や血管造影室におけるカテーテル診断・治療は、患者の
細菌感染防止に配慮された環境の下に行われている。
【０００３】
　しかしながら、術野や血管への刺入部位から出血する血液による術者の感染の危険性に
ついては十分に配慮されているとはいえず、術者は常に血液感染の危険にさらされた環境
下で手技を行っている。従来も、手術用のガウンやマスクを使用することで、ある程度は
危険を回避してはいるが、これらは、元来、患者側の保護を主たる目的としており、術者
の感染の危険を十分に回避しうるものとはいえない。
【０００４】
　従って、術者の血液感染の危険性を、術者の手技の自由度を損ねることなく、簡便かつ
完全に回避しうるデバイスの提供が熱望されていた。また、外科手術を伴う治療には、血
液によるベッドサイドの汚染の問題もある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、如上の事情に鑑みてなされたもので、血液によるベッドサイドの汚染や術者
の感染を防止することができるとともに、無菌的に手術を施行できるように、実質的に密
封された空間が保持されるように構成された手術用テントを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の手術用テントは、患者の体の上に載置される底壁を有し、前記底壁によって施
術部位を含む患者の体表面の一部を覆うことにより、無菌的に手術を行うための空間を設
ける手術用テントであって、密閉テント様構造物の骨格を形成する支柱部材と、前記密閉
テント様構造物の外殻又は壁を形成する透明で柔軟なシート状のテント本体と、その底部
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を閉鎖する柔軟なシート状の前記底壁と、前記テント本体の長手方向両端を閉鎖する柔軟
なシート状の側壁とを含んでなり、前記支柱部材はテント本体と一体に設けられ、前記底
壁には、患者の施術部位露出用開口が設けられ、前記テント本体には、前記施術部位露出
用開口に近接して、術者の手をテント内に挿入するための一対の手挿入部が設けられ、前
記テント本体又は側壁には前記施術部位露出用開口から離れた位置に、施術に必要な医療
用具を搬入するための開閉自在な閉鎖された医療用具搬入口が設けられてなり、前記施術
部位露出用開口の周縁には、当該周縁を施術部位の周りに粘着するための接着手段が設け
られ、前記施術部位露出用開口の手術部位からのずれが防止されるとともに、外気のテン
ト内への流入が阻止されるようにされてなることを特徴とする。
【０００７】
　前記テント本体を形成するシートは、例えば、ポリエチレン、ポリエステル、軟質ポリ
塩化ビニル、ポリアミドなど透明なプラスチックで形成されたフイルムまたは柔軟な薄い
シートであるのが好ましい。また、前記底壁及び側壁を形成するシートは、例えば、ポリ
エチレン、ポリエステル、軟質ポリ塩化ビニル、ポリアミドなどのプラスチックで形成さ
れた柔軟なフイルムまたはシートであれば十分であり、必ずしも透明である必要はない。
従って、前記底壁及び側壁を形成するシートは、施術部位以外の領域を遮蔽するために不
透明であっても良い。また、テント本体用シートと底壁用シート及び側壁用シートの材料
は、同じであっても、また、相互に異なっていても良い。
【０００８】
　前記支柱部材としては、可膨張式膜構造を有し気柱を形成しうるものであれば任意のも
のを使用でき、好ましくは、気体の注入により膨張して密閉テント様構造物の骨格を形成
する柔軟なチューブ状部材が採用される。また、前記支柱部材は、通常、複数の支柱要素
から一体的に形成されており、この場合、隣り合う支柱要素同士は、直接接続されていて
も、その一部または全部がコネクタを介して接続されていてもよい。前記支柱要素は、前
記テント本体を構成するシートと別体に形成されていても、また、前記テント本体を構成
するシートと一体に形成されていてもよい。前記支柱要素は、これが前記テント本体を構
成するシートと別体に形成される場合は、例えば、二枚の長尺シートが長手方向の二辺で
接着されて形成される。前記支柱要素が前記テント本体を構成するシートと一体に形成さ
れる場合は、例えば、前記支柱要素は、長尺シートの長手方向の二辺が前記壁を構成する
シートに溶着されて形成される。また、テント本体用矩形状シートの四辺を折り曲げて縁
部を重ね合わせると共に、その上にストリップシートを交叉させて配置し、ストリップシ
ートとテント本体用矩形状シートの重ね合わせた部分を溶着した後、ストリップシートの
両縁及びテント本体用矩形状シートの重ね合わせた部分の両縁に沿って溶着して支柱部材
を形成してもよい。前記支柱部材への気体注入口は、支柱部材の底壁と隣接する部分に設
けるのが好ましい。
【０００９】
　また、手挿入部は、腕装着部と手袋状の手装着部からなるグローブボックスに形成され
、少なくともこの手装着部は、それ自体優れた潤滑性を有しており、この手装着部の指装
着部分の先端は、指を装着することにより容易に破断可能、かつ破断後に指が十分露出す
る長さに形成されている。
【００１０】
　以上、一般的に本発明を記述したが、より一層の理解は、いくつかの特定の実施例を参
照することによって得ることが出来る。これらの実施例は本明細書に例示の目的のために
のみ提供されるものであり、他の旨が特定されない限り、限定的なものではない。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、以下のような効果が期待できる。すなわち、この手術用テントは、未
使用時には折り畳まれた平坦な形状を有し、使用時に前記支柱部材に空気その他の気体を
注入して支柱部材を膨張させて骨格を形成させることにより、壁用シートで患者と施術者
との間に実質的に密閉された空間が形成され、当該密閉空間内での無菌的な手術等の施行
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を可能にする。
【００１２】
　従って、術者から隔離された実質的に密封された空間内で手術や診断・治療などの操作
を行うことが出来るので、ベッドサイドの汚染や術者の血液感染の危険を防止することが
出来る。また、術野や血管への刺入部位をより清浄な環境に保ちうることから、患者の感
染の危険性をさらに減少させることが出来る。従来必要としていたガウンやマスク、覆布
が不要になるので、経済的である。また、主として支柱部材と壁用シートとから構成され
ているので、軽量かつ折り畳みが容易であり、また使用後の廃棄処理も容易である。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施例に係る手術用テントの斜視図である。
【図２】図１の手術用テントにおけるテント本体を展開した状態を示す図である。
【図３】図１に示す手挿入部の説明図である。
【図４】実施例１における支持要素形成方法の説明図である。
【図５】実施例１における支持要素形成方法の説明図である。
【図６】実施例１における支持要素形成方法の説明図である。
【図７】実施例２における支持要素形成方法の説明図である。
【図８】実施例２における支持要素形成方法の説明図である。
【符号の説明】
【００１４】
１　支柱部材
１１１、１１２、１２１、１２２、１３１、１３２、１４１、１４２、１５１、１５２　
支柱要素
１０１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１０７、１０８、１０９、１０１０
、１０１１　溶着部分
２　テント本体用シート
２０　テント本体
２１、２２、２３、２４　長手方向と平行な側壁
２５　底壁
２６、２７　長手方向両端の側壁
３　施術部位露出用開口
４　手挿入部
４１　腕装着部
４２　手装着部
４３　指装着部分
５　医療用具搬入口
６　気体注入口
７　マンドレル組立体
７１、７２、７３、７４、７５、７６、７７、７８、７９、７１０　マンドレル
８１、８２、８３　コネクタ
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明に係る手術用テントは、患者と施術者との間に実質的に密閉された空間を形成す
るもので、当該手術用テントは、気体の注入により膨張して密閉テント様構造物の骨格を
形成する支柱部材と、該支柱部材を膨張させて骨格を形成した際に密閉テント様構造物の
外殻又は壁を形成する透明で柔軟なシート状のテント本体と、その底部を閉鎖する柔軟な
シート状の底壁と、前記テント本体の長手方向両端を閉鎖する柔軟なシート状の側壁とを
含んでなり、前記支柱部材はテント本体と一体に形成されている。前記底壁には、患者の
施術部位露出用開口が設けられ、前記テント本体には、前記施術部位露出用開口に近接し
て、術者の手をテント内に無菌的に挿入するための少なくとも一対の手挿入部が設けられ
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、前記テント本体又は側壁には、前記施術部位露出用開口から離れた位置に、施術に必要
な医療用具を搬入するための開閉自在な閉鎖された医療用具搬入口が設けられている。
【００１６】
　前記施術部位露出用開口の周縁には、当該周縁を施術部位の周りに密着させるための粘
着テープを設ける。手挿入部は、腕装着部と手袋状の手装着部からなるグローブボックス
に形成する。手装着部の指装着部分は、その先端が指を装着することにより容易に破断可
能、かつ破断後に指が十分露出する長さに形成する。また、前記支柱部材は隣り合う支柱
要素同士を直接接続して一体に形成する。
【実施例１】
【００１７】
　図１は本発明の一実施例に係る手術用テントの斜視図であり、図２は図１の手術用テン
トのテント本体を展開した状態を示す図、図３は図１に示す手挿入部の説明図である。
【００１８】
　実施例１の手術用テントは、図１、図２に示すように、気体の注入により膨張して密閉
テント様構造物の骨格を形成する柔軟なチューブ状の支柱部材１と、密閉テント様構造物
の壁を構成する透明で柔軟なシート状のテント本体２０と、その底部を閉鎖する柔軟なシ
ート状の底壁２５と、密閉テント様構造物の長手方向両端を閉鎖する柔軟なシート状の側
壁２６、２７とを含んでなり、支柱部材１はテント本体２０と一体に形成されている。こ
れらの部材は、透明で柔軟なプラスチック、例えば、ポリエチレンで形成されている。
【００１９】
　テント本体２０は、密閉テント様構造物の正面壁及び背面壁を形成する矩形状のシート
２で形成され、支柱部材１により密閉テント様構造物の長手方向と平行な側壁２１、２２
、２３、２４に区画されている。底壁２５は、テント本体用シート２と同じ長さで、それ
よりも幅の狭い矩形状のシートで形成され、その長辺部がテント本体用シート２の長辺部
にそれぞれ溶着されており、その各短辺部が側壁２６，２７の各底辺部とそれぞれ溶着さ
れている。側壁２６は、その側縁部及びアーチ部をテント本体用シート２の短辺側縁に溶
着されているが、側壁２７は、その側縁部の下方部分でテント本体用シート２の短辺部に
溶着され、その残りの挿縁部及びアーチ部は、粘着テープ又は面ファスナー（例えば、マ
ジックテープ（登録商標））でテント本体用シート２に固定される。
【００２０】
　前記底壁２５には側壁２６に近接して施術部位露出用開口３が設けられており、側壁２
６に隣接する側壁２１には、この施術部位露出用開口３に近接して一対の手挿入部４が設
けられ、長手方向側壁２６と反対側の側壁２７には、施術に必要な医療用具を搬入するた
めの開閉自在な閉鎖された医療用具等搬入口５が設けられている。
【００２１】
　支柱部材１は密閉テント様構造物の骨格を構成する柔軟な部材であって可膨張式膜構造
を有し、圧搾空気などの気体の注入によりチューブ状に膨張して気柱を形成し、テントを
張った状態に維持するもので、複数の柔軟な支柱要素からなる（例えば図１および図２で
は、支柱要素１１１、１１２、１２１、１２２、１３１、１３２、１４１、１４２、１５
１、１５２、１６１、１６２）。
【００２２】
　支柱部材１は、例えば、図４に記載のような、テント本体用シート２と、当該テント本
体用シート２の長さ及び幅とそれぞれ等しい２種類の複数の長尺シート２０１、２１２を
用いて、テント本体２０と一体に形成されている。具体的には、支柱部材１は、例えば、
まず、図４に示すように、矩形状のテント本体用シート２の４つの辺を含む支柱要素形成
部分、即ち、テント本体用シート２上にその長手方向に平行に長尺シート２０２を幅方向
に所定間隔をおいて配置し、その上に幅方向に平行に長尺シート２０１を長手方向に所定
間隔をおいて配置し、長尺シート２０１、２１２の重なり合った部分を溶着する。次いで
、テント本体用シート２の適当な位置、例えば、底壁２５と隣接する部分に支柱部材１を
膨張させる開閉可能な気体注入口６を形成するチューブ状部材を配置し、次に、図５に示
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すように、テント本体用シート２と長尺シート２０１、２１２とを斜線部分１０１で溶着
し、テント本体用シート２の四辺に沿って支柱要素の外側の壁を形成する。次いで、図６
に示すように、溶着部分１０１の内側に所定間隔を置いて長尺シート２０１、２１２に沿
って斜線部分１０２、１０３、１０４、１０５を溶着すれば、支柱部材１を形成すること
が出来る。溶着部分１０１は、これに底壁２５および長手方向両端の側壁２６、２７の壁
用シートを溶着するための溶着代として使用することができる。
【００２３】
　また、側壁２７は隣接する底壁２５部分および支柱要素１５１、１５２部分の溶着代１
０１の底壁隣接部分と溶着されており、他の部分は支柱要素１５１、１５２部分の溶着代
１０１にボタンや面ファスナーなどの封止手段（図示せず）で着脱自在に固定されており
、トレイやガイドワイヤー等の医療用具等搬入口５として利用できるようになっている。
医療用具等搬入口５はトレイのみを搬入するために使用し、医療用具を搬入する口は必要
に応じ側壁２４などに別途設けてもよい。
【００２４】
　テントは、これを患者の体の上に被せる関係で、側壁２６、２７と底壁２５との溶着側
の形状は患者の体型に沿って変形し易いように稍円弧状に形成してもよい。また、底壁２
５に面ファスナーを取りつけて、底壁２５を手術補助用の台などに固定できるようにし、
固定幅を底壁の幅より若干狭くなるようにすることにより、底壁２５を若干撓ませること
が出来るようにしてもよい。
【００２５】
　尚、テントの屋根の形状は、これを、例えば、天面壁を有する陸屋根状、ドーム状にし
てもよいが、図１に示すように、側壁２１と２２、２３、２４を傾斜させて交差させた蒲
鉾状に形成し、交差部分を尾根とする形状にしてもよい。
【００２６】
　施術部位露出用開口３の周縁には、当該周縁を施術部位の周りに密着させるための粘着
テープ３１が取りつけられており、施術部位露出用開口３の手術部位からのずれを防止す
るとともに、外気のテント内への流入が阻止されるようになっている。
【００２７】
　また、手挿入部４は、腕装着部４１と手袋状の手装着部４２からなる所謂グローブボッ
クスになっており、少なくとも手装着部４２は、通常、ポリエチレンや、ポリアミド、ポ
リテトラフルオロエチレンなどの、それ自体優れた潤滑性を有するプラスチックで形成さ
れている。そして、手装着部４２の指装着部分４３の先端は、指を装着することにより容
易に破断可能、かつ破断後に指が十分露出する長さに形成されている。手装着部４２の外
壁には、シリコーンオイルを塗布するなどして潤滑性を向上させてもよい。また、側壁２
１には、図示していないが、手挿入部４より支柱要素１４１側に助手の手を挿入するため
の同様の助手用手挿入部を設けてもよい。底壁２５には側壁２７に近接してドレン用の穴
（図示していない）を設けてもよい。
【００２８】
　このものは、支柱部材１を長手方向と平行な側壁と一体に形成し、これに底壁２５およ
び長手方向両端の側壁２６、２７を取りつけて形成しているので、製造が容易である。ま
た、手装着部４の形成材料を側壁の形成材料と同様の材料にすれば、これを側壁２１に溶
着などの方法により容易に固定することが出来るので、手装着部４を確実且つ気密に側壁
に固定することが出来る。
【実施例２】
【００２９】
　本発明の実施例２について説明する。
　実施例２の手術用テントは、図７に示すように、先ず支柱部材１を別途形成し、これに
壁用シートを取り付けて一体にしたものである。
【００３０】
　具体的には、複数本のマンドレルを組み合わせてなる支柱部材形成用マンドレル組立体
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７を用意し、実施例１と同様の２種類の長尺のシート（ストリップ）２０１、２０２をそ
れぞれ、そのマンドレル組立体７の対応位置を挟むように重ねて配置し、図７に示すよう
に、斜線部分１０６を溶着する。次に、先ずマンドレル７１、７２、７３、７４を抜いて
、残ったマンドレル７５、７６、７７、７８、７９、７１０の取り出し口を確保し、次い
で、図８に示すように、これら残ったマンドレルを引き抜き、最後に再溶着部分を含む斜
線部分１０７、１０８、１０９、１０１０、１０１１を、それぞれの部分の支柱要素に対
応する形状のコネクタ８１、８２、８３、８２、８１及び空気注入口部材XXを装着して溶
着すれば、支柱部材１を形成することが出来る。
【００３１】
　このものは、予めテントの骨格である支柱部材を形成しておき、これにテント本体用シ
ート２を取りつけて形成しているので、支柱部材１そのものの形成に関しては実施例１の
ものより作業性は悪い。支柱要素が一対の長尺部材から形成されているので、支柱部材が
溶着面を対称に均等に膨張する。また、手装着部４や助手用手装着部を予め形成しておく
ことができるので、全体の作業性は実施例１のものと変わらない。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(9) JP 4876069 B2 2012.2.15

【図７】 【図８】



(10) JP 4876069 B2 2012.2.15

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100138863
            弁理士　言上　惠一
(72)発明者  加藤　修
            愛知県豊橋市大橋通三丁目１１４－１１０２
(72)発明者  佐野　嘉彦
            大阪府大阪市北区本庄西３丁目９番３号　ニプロ株式会社内
(72)発明者  堀江　政雄
            大阪府大阪市北区本庄西３丁目９番３号　ニプロ株式会社内

    審査官  山口　賢一

(56)参考文献  米国特許第０５３４２１２１（ＵＳ，Ａ）
              特開平０８－０６６４３３（ＪＰ，Ａ）
              特開２０００－０２４０５７（ＪＰ，Ａ）
              登録実用新案第３１１７６５４（ＪＰ，Ｕ）
              特開昭５８－０８９２６２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００５－０２７８４１（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A61G  10/00
              A61B  19/04
              A61B  19/08


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

